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第第第第 1111章章章章    基本的事項基本的事項基本的事項基本的事項    

    

１１１１．．．．排除方式排除方式排除方式排除方式    

    大垣市公共下水道、農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の排除方式は

分流式であり、家庭から発生する生活排水は下水道へ、雨水等は水路へと別々に排除す

る排水施設とする。 

 

２２２２．．．．排除区分排除区分排除区分排除区分    

 生活排水(汚水)と雨水等の区別は次のとおりである。 

⑴ 汚水 

  下水道法第 2条第 1号に規定する汚水をいう。 

  便所、台所、浴室、洗面所、洗濯場等からの生活排水及び事業場の生産活動にとも

なって発生する排水。（冷却水等の清水を除く） 

⑵ 雨水等 

  雨水、池の水、湧き水、冷却水など 

 

３３３３．．．．排除方法排除方法排除方法排除方法    

 汚水ならびに雨水の排除は、ともに原則として自然流下とする。ただし、自然流下に

よる排除が困難な場合は排水槽を設置し、ポンプにより排除するものとする。 

 

４４４４．．．．排水設備排水設備排水設備排水設備のののの工事工事工事工事のののの区分区分区分区分    

⑴ 新設 既存の建物に新たに排水設備を設置し、公共下水道等に接続する工事。 

     専用の汚水処理施設から公共下水道等に切り替える工事。 

⑵ 改造 排水設備の一部を改造する工事。 

⑶ 修繕 排水設備の一部を修繕する工事。 

⑷ 撤去 排水設備の一部又は全部を撤去する工事。 

 

５５５５．．．．排水設備排水設備排水設備排水設備のののの工事工事工事工事のののの検査検査検査検査    

    工事完成後は、直ちに「給・排水工事完了届」「自社検査表」を提出し、管理者の検

査を受けなければならない。    

完成検査は、検査員が大垣市下水道排水設備指定工事店（排水設備責任技術者）及び工

事申込者の立会いのもとで、次の事項について検査及び確認するものとする。 

 ⑴ 設計図書との照合 

 ⑵ 配管、勾配の適否 

 ⑶ 取付けますへの接合の適否 

 ⑷ 地下水及び不明水の浸入の無いことの確認 
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 ⑸ 汚水と雨水の分離の確認 

 ⑹ 井戸水利用の有無 

第第第第 2222章章章章    排水設備排水設備排水設備排水設備のののの設計設計設計設計    

 

１１１１．．．．設計設計設計設計のののの基本基本基本基本    

 排水設備の設計の基本は、次のとおりとする。 

 ⑴ 排水設備は下水道法並びに条例の定めに従い設計すること。 

 ⑵ 排水設備は堅固で耐久力を有する構造、材質であり、維持管理が容易であること。 

 ⑶ 公共下水道等の施設の機能を妨げ又は損傷する恐れのないよう注意すること。 

 

２２２２．．．．事前調査事前調査事前調査事前調査        

    排水設備を設置するに先立ち、次の調査が必要である。 

 ⑴ 供用開始の告示に関する調査 

   排水設備を設置する場所が供用開始の告示がされた場所であることを確認する。 

 ⑵ 取付管の調査 

   取付管の有無、位置、深さ、口径を調査する。 

 ⑶ 申込者、使用者、土地所有者、建物の所有者の関係についての調査 

   申込者が、土地及び建物の所有者でない場合はあらかじめその所有者の承諾をと

らなければならない。 

    

３３３３．．．．設計図設計図設計図設計図のののの作成作成作成作成    

 設計図は次に掲げる要領により作成する。 

⑴ 位置図 

  位置図は給・排水原簿の裏面にある所定の位置に住宅地図の写しを貼り付け、該

当箇所を明示すること。 

⑵ 平面図 

  平面図の縮尺は、1/２００程度とし、給水系統図も同程度とする。なお、原簿に

描ききれない場合は縮尺の変更又は別紙に描き添付しても可とする。平面図には次

の事項を記入する。 

① 土地の境界 

② 建物 (間仕切りも描く) 

③ 隣接する道路（公道・私道）、側溝、水路 

④ 衛生器具、名称、排水口の位置、排水管（管種・管径・延長）、ます 

⑤ 取付管、下水本管及び汚水管（共に管種・管径） 

⑶ 縦断図 

  必要に応じ添付する。縮尺は、横は平面図に準じ、縦は１/５０程度とする。簡
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易なものは省略することができる。 

 

⑷ 構造詳細図 

  除害施設等がある場合は、その構造がわかる構造図を作成する。縮尺は１/２０

程度とする。 

 

⑸ 設計図面の表示記号 
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第第第第３３３３章章章章    屋外排水設備屋外排水設備屋外排水設備屋外排水設備    

    

１１１１．．．．取付取付取付取付ますますますます    

    ますは、堅固で耐久性のある材質、構造とする。清掃、点検が容易にできるようにす

ることを目的とする。 

 ⑴ 材質 

  ① ますの形は、円形とする。 

  ② ますの大きさは、内径 300mmを標準とする。ただし、既設の場合はこの限り

ではない。 

③ ますの材質は、塩ビ製、またはコンクリート製とする。 

  ④ ますの蓋は、樹脂製、または鋳鉄製で、防臭・防水のため密閉蓋とする。 

⑵ ますの設置箇所 

 ますは取付管の延長線上で、敷地内の道路に近い位置とする。 

    

２２２２．．．．排水管排水管排水管排水管    

    排水管渠は暗渠とする。 

 ⑴ 使用材料 

  ① 排水管の材料は、水質、水量、布設場所等の条件を考慮して定めなければなら

ない。  

  ② 原則として硬質塩化ビニル管の VU 管を使用することとするが載荷重を考慮

し、適宜 VP管等を使用する。 

 ⑵ 管径と勾配 

  ① 排水管の勾配は１/１００以上とする。 

  ② 一部の汚水を排除するための枝管で、延長が３ｍ未満のものは最小管径を７５

ｍｍとすることができる(勾配 １/７０以上)。 

  ③ 水洗便所取付管の最小径は１００ｍｍを原則とする。 

  ④ 管渠内の流速が０．６～１．５ｍ/秒となるように定める。 

  ⑤ 管渠の管径及び勾配は表３－１のとおりとする。 

  ⑥ ５戸以上でφ１００ｍｍの排水管を使用する場合は、別途計算書を提出する。 

表３－１ 管渠の管径・勾配（ビニル管方式） 

使 用 区 分 管 径 (㎜) 勾 配 

小便器、手洗器、洗面器取付管 ５０ １/５０以上 

流し場、浴室、洗濯場取付管 ７５ １/７０以上 

排水横主管、住宅５戸までの共用管 １００ １/１００以上 

５戸を超える住宅の共用管 １５０ １/２００以上 
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３３３３．．．．汚水汚水汚水汚水ますますますます    

    ますは、堅固で耐久性のある材質、構造とする。清掃、点検が容易にできるようにす

ることを目的とする。 

 ⑴ 材質 

  ① 原則として塩化ビニル製とするが、既設のコンクリート製も可とする。 

  ② 蓋は防臭のため塩化ビニル製、コンクリート製又は鋳鉄製等の密閉蓋とし、通

気蓋は使用不可とする。尚、やむを得ずこれを使用したい場合は下水道課へ協議

する。 

⑵ ますの設置箇所 

  ① 排水管の起点、合流点、屈曲点その他維持管理上必要な箇所。 

② 排水管の径、勾配の変化点又は管種が異なる箇所。 

③ ますの底部はインバート構造とする。 

  ④ 直線部においては管径の 120倍以下の間隔とし、表３－２の範囲に設ける。 

表３－２ ますの設置間隔 

管  径 （㎜） １００ １５０ ２００ 

最大間隔 （ｍ） １２ １８ ２４ 

 ⑶ ますの大きさ 

    ますの形は一般に円形とし、その大きさは径１５０～２００mm とするが、既設

のますを利用する場合はこの限りでない。 

    

４４４４．．．．トラップトラップトラップトラップますますますます((((目皿付目皿付目皿付目皿付きききき))))    

   下水道からの下水臭（腐食性ガス）が室内に侵入するのを防ぐこと並びに台所、浴室

等から発生するごみが下水管へ流入するのを防ぐために設置するますである。 

 設置については次の事項に注意する。 

  ① トラップの口径は７５ｍｍ以上、封水の深さは５ｃｍ以上１０ｃｍ以下とする。 

  ② トラップは塩化ビニル製とする。 

③ 二重トラップを解消するため、トラップますの上流には必ず通気管を設置する。 

④ 目皿付きのものとする。 

⑤ 目皿にはますの深さに応じた長さの取手を付け、更に先には T字管を付ける。 

⑥ サイズについては、φ200以上とするが、ごみ等の流入が少ない新築住宅にお

いて、φ150のサイズも協議により認める。 
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５５５５．．．．油水分離油水分離油水分離油水分離ますますますます    

    上石津町地内においては食用油及び固形物が排水管に流れ込むのを防ぐため、それら

が排出される恐れのある流し口には油水分離ますを設ける。これは点検及び清掃が容易

にでき、防臭及び油水分離機能をもち、更に固形物を流下させないためのバケットをも 

つものとする。 
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６６６６．．．．掃除口掃除口掃除口掃除口    

 排水管には掃除口を設ける。（汚水ますの設置を原則とする。）保守、点検が容易に行

うことができる構造とする。 

⑴ 設置箇所 

 ① 排水管の起点及び屈曲点。 

 ② 延長が長い排水管の途中。間隔は管径の６０倍を越えない範囲とする。 

⑵ 構造等 

 ① 掃除口は排水管の下流に向けて掃除用器具が挿入できるように設け、壁等の障

害物から４５ｃｍ以上離すこと。 

 ② 排水管から４５度の角度で仕上げること。 

 ③ 掃除口のふたは黄銅鋳物製のねじ込み型とする。 

  ただし、天井裏等で露出して掃除口を設ける場合は非金属製のものを使用するこ

とを可とする。 

       
７７７７．．．．既既既既設管設管設管設管のののの利用利用利用利用    

    既設管を利用する場合は下記の事項を十分検討し、規定外及び老朽箇所を修繕し、使

用する。 

  ① 管の老朽化（ひび割れ等） 

  ② 勾配 

  ③ 管径 

  ④ 汚水ます 

  ⑤ 掃除口 

  ⑥ トラップます・器具トラップ 

    

８８８８．．．．通通通通気管気管気管気管    

    建築排水設備では十分に排水系統がその目的を達するために適切な通気系統が設備

されなくてはならない。 

 ⑴ 目的 
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  ① トラップの封水がサイフォン作用あるいは逆圧によって破られるのを防ぐ。 

  ② 排水管内に十分な空気を取り入れて水の流れを円滑にする。 

  ③ 排水管内の空気を常に新鮮な空気に換気する。 

 ⑵ 設置場所 

  ① 排水設備の排水横主管の最上流部に接続する施設の下流側(平屋の場合)。 

  ② 排水立管の伸頂部 

  ③ トラップますへ接続される排水横主管の最上流部に接続する施設の下流側。 

 ⑶ 内径 

  単独通気管  φ３０ｍｍ以上 

  連合通気管  φ４０ｍｍ以上 

 ⑷ 特に留意すべきこと 

  ① 便所からの排水管の通気管と雑排水管の通気管は接続してはならない。 

  ② 雨水が流入する恐れがないこと。 

 ③ 開口部は屋外にあって、管内から出るガスが屋内に入らないようにすること。 

 

９９９９．．．．汲汲汲汲みみみみ取取取取りりりり便所便所便所便所のののの改造改造改造改造    

    汲み取り便所を改造して水洗便所にする場合は、大垣市が指定した清掃業者に最終の

汲み取り及び清掃を依頼し、清掃完了後に撤去または適切な処理をし、埋め戻す。 

 ⑴ 便槽内のし尿をきれいに汲み取った後、その内部を消毒して取り壊す。 

 ⑵ 便槽の一部しか撤去しない場合は、底部に穴を開け、土砂等で槽内を充填し、十

分突き固める。 

 

 

１０１０１０１０．．．．浄化槽浄化槽浄化槽浄化槽からのからのからのからの切替切替切替切替    

    浄化槽を廃止して下水道へ切り替える場合は、大垣市が指定した清掃業者に最終清掃

を依頼し、清掃完了後に撤去または適切な処理をし、埋め戻す。 

 ⑴ 浄化槽は、し尿を完全に汲み取り、清掃、消毒をした後に撤去することが望まし

いが、撤去できない場合は、底部に穴を開け、土砂等で槽内を充填し、十分突き固

める。 

 

第第第第 4444章章章章    屋内排水設備屋内排水設備屋内排水設備屋内排水設備    

１１１１．．．．排水設備排水設備排水設備排水設備のののの施工施工施工施工    

    屋内排水設備の施工に当たっては、次に定める事項を考慮する。 

 ⑴ 配管は、過度のひずみや応力が生じないよう伸縮性があり、かつ耐震性を持つ方

法で支持金具を用いて固定する。 

 ⑵ 排水管、通気管はともに管内の水や空気の流れを阻害しないよう接続する。 
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 ⑶ 管が壁などを貫通する箇所は、管の伸縮などを考慮し、適切な材料で空隙を充填

する。 

 ⑷ 管が外壁や屋根を貫通する箇所は、適切な材料、方法で雨水の侵入を防止する。 

 

２２２２．．．．排水管排水管排水管排水管 

 排水管は次に定める基準とする。 

 ⑴ 管種 

  使用材料は設置場所、荷重及び維持管理等を考慮し、耐久性に優れたものを使用す

る。主に硬質塩化ビニル管及び金属製のものを使用する。 

 ⑵ 種類        

        ① 器具排水管 

    衛生器具に付属する器具トラップに接続する排水管で、器具トラップから他の

排水管までの管をいう。 

  ② 排水横枝管 

    器具排水管からの排水を、排水立管又は排水横主管へ導く管をいう。 

  ③ 排水立管 

    排水横枝管・器具排水管及び機器からの排水をまとめて排水横枝管又は排水横

主管へ導く鉛直又は鉛直と４５度以内の角度で設ける管をいう。 

  ④ 排水横主管 

    排水横枝管から排水立管へ排水を導く管、並びに排水立管又は排水横枝管、器

具排水管からの排水、及び機器からの排水をまとめて敷地排水管へ導く管をいう。 

    

３３３３．．．．管径管径管径管径    

    管径については下記の事項を基準とする。 

        ① 管径の決定は上流部から、器具排水管、横枝管、立管、横主管の順に決める。 

  ② 器具排水管の管径は器具トラップの口径以上で、かつ３０ｍｍ以上とする。 

  ③ 排水横枝管の管径は、これに接続する衛生器具のトラップの最大口径以上とす

る。 

  ④ 排水立管の管径は、これに接続する排水横枝管の最大口径以上とする。 

  ⑤ 床下又は地中に埋設する排水管の口径は５０ｍｍ以上とする。 

  ⑥ 排水量が多い工場、事業場等においては計算により算出する。 

  ⑦ 汚水を排除すべき排水渠は暗渠とする。ただし、製造業等の用に供する建築物

内においては、この限りでない。 

 

    

４４４４．．．．ディスポディスポディスポディスポ－－－－ザザザザ－－－－    

   社団法人日本下水道協会が定めた「下水道のためのディスポーザー排水処理システム
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性能基準（案）」に適合したものであること。（下水道課に協議必要） 

    

５５５５．．．．水洗便所水洗便所水洗便所水洗便所    

水洗便所に設置する大小便器及び付属器具は洗浄、排水、封水等の機能を有したもの

で、用途に応じた型式、寸法、構造、材質のものを使用する。 

 

６６６６．．．．工場工場工場工場、、、、事業場排水事業場排水事業場排水事業場排水    

 工場や事業場からの排水のうち下水道施設を損傷、機能を妨げる恐れがある排水は一

般の排水と分離して基準を満たす水質に処理した後に下水道へ排水する。なお放流口に

水質検査のための採水ますを設置する。 

 

７７７７．．．．間接排水間接排水間接排水間接排水    

    下水道の不測の事故に備え、食品関係機器、医療機器その他、衛生上直接排水管に接

続することが好ましくない機器の排水は間接排水とする。 

 種類 

  ① 冷蔵庫、冷凍庫、食品ショーケースなどの食品機器の排水 

  ② 滅菌器、消毒器、洗浄器などの医療機器の排水 

③ 貯水タンクのオーバーフローの排水 

 

第第第第 5555章章章章    そのそのそのその他特殊他特殊他特殊他特殊なななな設備設備設備設備 

１１１１．．．．阻集器阻集器阻集器阻集器    

 油脂、ガソリン、土砂、その他下水道施設の機能を著しく妨げ又は、排水管及び公共

下水道を損傷する恐れのある物質を含む汚水を公共下水道に排水する場合は、阻集器を

設けなければならない。 

 ⑴ 設置上の留意点 

  ① 使用目的に適した阻集器を有効な位置に設ける。また容易に維持管理ができる

場所が望ましい。 

  ② 阻集器は排水から油脂類、ガソリン、砂その他を有効に分離できる機能を有す

るものとし、分離目的物以外の混入をさせない。 

  ③ 容易に保守、点検ができる構造とし、材質はステンレス製、鋼製、又は樹脂及

びコンクリート等の不透水性、耐食性のものとする。 

  ④ 阻集器に密閉蓋を設ける場合は、適切に通気が取れるよう考慮する。 

  ⑤ 阻集器はトラップ機能を有するものとし、二重トラップとならないよう注意す

る。 

  ⑥ トラップの封水の深さは５ｃｍ以上とする。 
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⑵ 阻集器の種類 

  ① グリース阻集器 

        油脂阻集器、グリーストラップ、油脂分離器とも呼ばれており、料理店などの

厨房等からの排水中に含まれている油脂類を阻集器内に抑留、冷却、凝固させて除

去し、排水管中に流入して管が閉塞するのを防止する。又阻集器内には隔板を設け

て流入してくる排水中の油脂の分離効果を高めている。 

       

    

    

        ② オイル阻集器 

   油分離器、オイルトラップとも呼ばれており、給油場等次に示すガソリン、油類   

の流出する箇所に設け、ガソリン、油類を阻集器の水面に浮かべて除去し、それら

が下水管中に流入して悪臭や爆発事故の発生を防止する。オイル阻集器に設ける通

気管は、他の通気管と兼用にせず、単独のものとする。 

  設置場所 

    ア ガソリン給油場、洗車場 

    イ ガソリン貯蔵庫 

    ウ 可燃性溶剤、揮発性の液体を製造又は使用する工場、事業場 

    エ その他自動車整備工場等機械油が流出する事業場 
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          ③ サンド阻集器 

   サンドトラップともいい、排水中に泥、砂などを多量に含む場合にサンド阻集器

を設け沈殿、収集して下水管への流入を防止する。底部の泥だめ深さは１５０ｍｍ

以上とする。 

                           

  ④ ヘア阻集器 

   理髪店、美容院の洗髪器に取り付けて毛髪が下水管へ流入するのを防止する。 

  又プールや公衆浴場には大形のヘア阻集器を設ける。 
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  ⑤ ランドリー阻集器 

   営業用の洗濯室からの排水中に含まれている糸くず等を有効に分離する。 阻集

器の中には取り外し可能なバスケット形のスクリーンを設ける。 

       

    

  ⑥ プラスタ阻集器 

   外科のギブス室や歯科技工室等からの排水中に含まれるプラスタ等の不溶性物

質を分離するプラスタは排水管中に流入すると管壁面に付着凝固し、容易に取れ

なくなる。 

         

     種類と設置箇所は次のとおりとする。 

種   類 阻  集  物 設  置  箇  所 

グリース阻集器 油 脂 類 飲食店の厨房等 

オイル阻集器 ガソリン・機械油等 給油所・自動車工場等 

サンド阻集器 砂・泥 石材店・学校等 

ヘア阻集器 毛 髪 理容院・美容院 

ランドリー阻集器 糸くず等 クリーニング店等 

プラスタ阻集器 整形外科・歯科治療の際の廃材 整形外科・歯科等 
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 ⑶ 阻集器の維持管理 

  ① 阻集器によって分離、蓄積されたグリースや可燃性廃液などの浮遊物、土砂そ

の他の沈殿物は、定期的に除去しなければならない。 

  ② 阻集器から除去したごみ、汚泥、廃油等の処分は廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律等によらなければならない。 

 

２２２２．．．．排水槽排水槽排水槽排水槽    

                    地階の排水又は低位の排水が、自然流下によって直接下水道に排除できない場合は、

排水槽を設置して排水を一時貯留し、ポンプで排除する。 

   ⑴ 排水槽の種類 

                ① 汚水槽 

  汚水槽は、水洗便所から排除されるし尿を含む排水を貯留する排水槽である。 

 ② 雑排水槽 

  雑排水槽は、厨房その他の施設から排除されるし尿を含まない排水を貯留する排

水槽である。 

 ③ 合併槽 

  合併槽は、汚水及び雑排水を区別しないで貯留する排水槽である。 

 ④ 湧水槽 

  地階の浸透水を貯留する排水槽である。  

⑵ 設置上の留意点 

 ① 排水槽は汚水、雑排水、湧水それぞれ設置するのが望ましい。 

 ② ポンプ排水した汚水は自然流下の排水系統に排出する。 

 ③ 通気管は他の排水系統の通気管と接続せず、臭気を考慮し単独で設置すること。 

⑶ 維持管理 

 ① 排水槽、排水ポンプ、排水管、通気管等は定期的に清掃、機械の点検を行い、

常に良好な状態を保つ。 

 ② 排水槽の正常な機能を阻害するようなものを流入させない。 

 ③ 清掃時に発生する汚物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて適

正に処分し、公共下水道に投棄してはならない。 

 

３３３３．．．．特定事業場特定事業場特定事業場特定事業場からのからのからのからの排除排除排除排除のののの制限制限制限制限    

    特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、大垣市下水道条例に示す

基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。 

  ① 大垣市下水道条例第１２条による。 
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４４４４．．．．除害施設除害施設除害施設除害施設のののの設置設置設置設置    

 下水道の施設の機能を妨げ、又は施設を損傷するおそれのある汚水を継続して排除し

て公共下水道を使用する者は、大垣市下水道条例により除害施設を設けなければならい。 

  ① 大垣市下水道条例第１１条による。 

 

 

 

平成２８年８月改訂 


